
一般事業主行動計画 

令和 7 年 12 月 4 日 

 

次のように行動計画を策定しました。 

 

１．計画期間   令和 7 年 12 月 4 日～令和 13 年 3 月 31 日までの  5 年間 

 

２．内容 

 

 

 

 

 

＜対策＞ 

 ●2025 年 12 月～ 各職場における休業者の業務カバー体制と周知。 

 

 

  

 

 

＜対策＞ 

＜対策＞ 

●2025 年 12 月～ ライフサポート制度の拡充や柔軟な働き方を実現する措置を行う。 

  

3.一般事業主行動計画の外部への公表方法 

 

 自社のホームページ。 

 

4.一般事業主行動計画の労働者への周知方法 

 

 事業所の見やすい場所へ掲示。 

目標１：育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備として、育児休業中

の代替要員を確保する。 

目標２：仕事と育児、介護等の家庭生活との両立を支援するための雇用環境整備を行

う。 

 


